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    記事番号： 1-701

  

  
    公開日 2020年08月12日

  



      
      
  八幡浜市の特別定額給付金の申請受付は、令和２年８月１１日（火）で終了しました。

 

====================

 

●特別定額給付金

　「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に注意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されます。

　詳細については、総務省のホームページをご覧ください。

 

	
総務省 | 特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)（外部リンク）


 

給付対象者及び受給権者

	給付対象者は、基準日（令和２年４月２７日）において、八幡浜市の住民基本台帳に登録されている方
	受給権者は、給付対象者の属する世帯主の方


 

給付金額

	給付対象者１人につき１０万円


 

申請方法とスケジュール

○郵送申請方式

	５月８日（金）に各世帯の世帯主（申請・受給者）宛に申請書を郵送しました。封筒の中には、①申請書（両面）②お知らせ・記入例（両面）③返信用封筒の３種類が入っています。
	申請書に必要事項を記入し、運転免許証などの本人確認書類や振込口座が確認できる通帳などの写し（必要に応じて）を返信用封筒に入れ返送してください。

	申請受付　５月１１日（月）から
	給付　　　５月１９日（火）以降
	申請期限　８月１１日（火）



 

○オンライン申請方式

	マイナンバーカードの交付を受けている世帯主の方が、同一世帯全員分の申請を行うことができます。
	国の専用ページ「マイナポータル」から申請してください。

	申請受付　５月１日（金）から
	給付　　　５月１５日（金）以降
	申請期限　８月１１日（火）



　※オンライン申請をされた方は、郵送による申請は必要ありません。

 

※口座をお持ちでないなど、やむを得ない事情により「郵送申請」や「オンライン申請」ができない場合、お問合わせください。

 

 

●特別定額給付金の給付を装った給付金詐欺にご注意ください！

　市や総務省、愛媛県などが、次のようなお願いをすることは絶対にありません。

	キャッシュカードや通帳を預かったり、暗証番号を聞き出すこと
	ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作をお願いすること
	受給にあたり、手数料の振込を求めること
	メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを求めること


給付金詐欺チラシ (PDF)

 

 

●配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出について

 

配偶者からの暴力のため、世帯主とは別に特別定額給付金の対象となる方

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、以下の要件を満たす場合、申出書の提出によって特別定額給付金の給付を受けることができます。

	配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されている場合
	婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関（配偶者暴力相談支援センター、市町村等）の確認書が発行されている場合
	令和２年４月２８日以降に住民票が八幡浜市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている場合


 

申出期間

令和２年４月２４日（金）から４月３０日（木）まで

※申出期間を過ぎた場合でも、申出書を提出することはできます。

特別定額給付金に関するお知らせ（広報チラシ）(PDF)

 

申出書の様式

申出書(Excel)



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
総務企画部　総務課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-5988
FAX：0894-24-0610
E-Mail：soumu@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043







© Yawatahama City.
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